
議案番号 件　　名 議決日 結　果

専決処分の承認について

町道陥没箇所での物損事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるこ
とについて、専決処分したので議会に報告し承認を求めるもの。

専決処分の承認について

町道陥没箇所での物損事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるこ
とについて、専決処分したので議会に報告し承認を求めるもの。

垂井町印鑑登録に関する条例の一部改正について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関
係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの。

垂井町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正
について

会計年度任用職員制度の導入にあたり、地方公務員法第３１条に規
定する職員の服務の宣誓について、所要の改正を行うもの。

垂井町介護保険条例の一部改正について

消費税率の引き上げにあわせ、低所得者保険料の軽減強化を行うた
め、所要の改正を行うもの。

垂井町町道の構造の技術的基準を定める条例の一
部改正について

道路構造令の一部改正に伴い、自転車通行帯を新たに規定し設置要
件を規定するため、所要の改正を行うもの。

垂井町町営住宅条例の一部改正について

駒引町営住宅の入居者の退去により、２戸を解体撤去するととも
に、民法の一部改正に伴い、債権関係の規定を見直すため、所要の改
正を行うもの。

垂井町朝倉運動公園諸施設の設置及び管理に関す
る条例の一部改正について

町民プールを利用する際の、保護者の同伴を必要とする児童の範囲
を見直すため、所要の改正を行うもの。

町道路線の認定について

　道路法第８条第２項の規定により、町道５路線を認定するもの。

町道路線の廃止について

　道路法第１０条第３項の規定により、町道５路線を廃止するもの。

町道路線の認定について

　道路法第８条第２項の規定により、町道１路線を認定するもの。

宮代小学校外空調設備設置工事（第Ⅱ期）請負契
約の締結について

　契約の相手方 ：石川設電株式会社
　契 約 金 額　：５，３９０万円

3月19日 原案可決

議第６号 3月19日 原案可決

議第５号

議第７号 3月19日 原案可決

3月3日

議第１２号 3月3日 原案可決

議第８号 3月19日 原案可決

議第９号 3月19日 原案可決

議第１０号

議第１号 3月3日 承　認

議第２号 3月3日 承　認

議第３号 3月19日 原案可決

議第４号 3月19日 原案可決

令和２年第１回垂井町議会定例会の会議結果

（会期：令和２年３月３日～１９日　１７日間）

原案可決

議第１１号 3月3日 原案可決



不破中学校外空調設備設置工事（第Ⅱ期）請負契
約の締結について

　契約の相手方 ：長良電業株式会社
　契 約 金 額　：５，９４０万円

指定管理者の指定について

垂井町勤労青少年ホームの管理を行わせる指定管理者について、指
定するもの。

令和２年度垂井町一般会計予算

　歳入歳出総額８５億５，０００万円。

令和２年度垂井町国民健康保険特別会計予算

　歳入歳出総額２８億４，０００万円。

令和２年度垂井町簡易水道特別会計予算

　歳入歳出総額６，６５０万円。

令和２年度垂井町公共下水道事業特別会計予算

　歳入歳出総額１１億７，９８０万円。

令和２年度垂井町農業集落排水事業特別会計予算

　歳入歳出総額３，８００万円。

令和２年度不破郡介護認定審査会特別会計予算

　歳入歳出総額１，４４０万円。

令和２年度垂井町介護保険特別会計予算

　歳入歳出総額２５億６，３００万円。

令和２年度不破郡障害者総合支援認定審査会特別
会計予算

　歳入歳出総額１０７万円。

令和２年度垂井町後期高齢者医療特別会計予算

　歳入歳出総額３億８，９００万円。

令和２年度垂井町水道事業会計予算

　支出予算総額６億９，０００万円。

令和元年度垂井町一般会計補正予算（第６号）

３，２８０万９，０００円を減額し、予算総額を１００億１，２３
４万７，０００円とするもの。

令和元年度垂井町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

２，３２７万８，０００円を追加し、予算総額を２９億３，８１７
万円とするもの。

令和元年度垂井町公共下水道事業特別会計補正予
算（第２号）

３，０６０万円を減額し、予算総額を８億６，８７５万４，０００
円とするもの。

令和元年度垂井町介護保険特別会計補正予算（第
３号）

１，３４６万４，０００円を追加し、予算総額を２５億２，９９７
万７，０００円とするもの。

令和元年度垂井町水道事業会計補正予算(第１号)

６８３万９，０００円を追加し、収益的支出予算総額を４億３，３
２７万１，０００円とするもの。

議第１３号 3月3日 原案可決

議第１４号 3月19日 原案可決

議第１６号 3月19日 原案可決

議第１５号 3月19日 原案可決

3月19日 原案可決

3月19日 原案可決

議第２２号 3月19日 原案可決

議第２１号

議第１９号 3月19日 原案可決

議第２０号

議第１７号 3月19日 原案可決

議第１８号 3月19日 原案可決

議第２７号 3月3日 原案可決

議第２３号 3月19日 原案可決

議第２４号 3月19日 原案可決

議第２５号 3月3日 原案可決

議第２６号 3月3日 原案可決

議第２８号 3月3日 原案可決

議第２９号 3月3日 原案可決



選挙管理委員及び同補充員の選挙

地方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定に基づき、選挙管理
委員及び同補充員の選挙を行うもの。

庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会の設置に
ついて
庁舎跡地等活用に関する調査特別委員会を設置し、閉会中の継続調

査とするもの。

－ 3月19日 継続調査

－ 3月19日
当選人の決

定


